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定 期 監 査 の 結 果 に つ い て （ 令 和 ５ 年 度 第 １ 次 ）  

 

地 方 自 治 法 第 199 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 定 期 監 査 を 行 っ た

の で 、同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 、監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 書 を 提 出 し ま す 。  

な お 、 本 監 査 及 び 報 告 は 大 牟 田 市 監 査 基 準 に 準 拠 し て い ま す 。  

 

１  監 査 の 種 類  定 期 監 査  

２  監 査 の 対 象 部 局 等   企 画 総 務 部 、 保 健 福 祉 部 、 市 議 会 事 務 局  

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 、 公 平 委 員 会 事 務 局  

３  監 査 の 実 施 期 間  

令 和 ５ 年 10 月 １ 日 （ 日 ） か ら 令 和 ５ 年 11 月 30 日 （ 木 ） ま で  

４  監 査 の 対 象 及 び 範 囲  

財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 等   令 和 ５ 年 ８ 月 末 日 現 在  

物 品 、 現 金 等 の 管 理      検 査 日 現 在  

５  監 査 の 着 眼 点  

   監 査 の 対 象 と な っ た 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事

業 の 管 理 が 法 令 に 適 合 し 、正 確 に 行 わ れ 、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果

を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る こ と 。 

６  監 査 の 方 法  

今 回 の 監 査 は 、主 に 令 和 ５ 年 度 に お け る 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 状

況 を 対 象 と し 、関 係 法 規 及 び 予 算 に 基 づ き 適 正 に 管 理 、執 行 さ れ て い

る か ど う か に つ い て 試 査 す る と と も に 、関 係 職 員 等 か ら の 説 明 を 受 け

実 施 し た 。  

７  監 査 の 結 果  

監 査 対 象 の 事 務 に つ い て は 、概 ね 適 正 に 執 行 さ れ て い た が 、そ の 一

部 に お い て 、 次 の と お り 個 別 指 摘 事 項 、 検 討 ・ 改 善 を 要 す る 事 項 が 認

め ら れ た の で 、 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。  

な お 、個 別 指 摘 事 項 に 対 す る 措 置 が 講 じ ら れ た 場 合 は 、そ の 通 知 を

求 め る も の で あ る （ 地 方 自 治 法 第 19 9 条 第 14 項 ） 。  

 

【 監 査 項 目 】  

一 般 会 計  

（ 企 画 総 務 部 ）  
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[歳 入 ]  

１  自 動 車 臨 時 運 行 許 可 手 数 料     （ 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 ） 

２  広 告 料 収 入            （ 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 ） 

３  物 品 売 払 収 入                   （ 契 約 検 査 室 ） 

[歳 出 ]  

４  文 書 管 理 費                      （ 総 務 課 ） 

５  企 画 管 理 費                    （ 総 合 政 策 課 ） 

６  秘 書 事 務 費                      （ 秘 書 課 ） 

７  ふ る さ と 納 税 推 進 費                  （ 広 報 課 ） 

８  財 政 管 理 費                      （ 財 政 課 ） 

９  派 遣 職 員 関 係 費                    （ 人 事 課 ） 

10 職 員 健 康 診 断・健 康 相 談 関 係 費           （ 職 員 厚 生 課 ） 

11 自 動 車 管 理 費           （ 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 ） 

12 世 界 遺 産 関 連 施 設 等 保 存 活 用 費       （ 世 界 遺 産・文 化 財 室 ） 

13 OA 賃 借 料                 （ デ ジ タ ル 行 政 推 進 室 ） 

14 庁 舎 整 備 推 進 事 業 費         （ 庁 舎 整 備・組 織 改 革 推 進 室 ） 

 

（ 保 健 福 祉 部 ）  

[歳 入 ]  

１  保 健 衛 生 使 用 料                  （ 保 健 衛 生 課 ） 

２  老 人 福 祉 費 負 担 金                   （ 福 祉 課 ） 

３  保 育 所 費 負 担 金・天 領 保 育 所 使 用 料        （ 子 ど も 育 成 課 ） 

 

[歳 出 ]  

４  社 会 福 祉 総 務 費                （ 保 健 福 祉 総 務 課 ） 

５  保 健 衛 生 総 務 費                （ 保 健 福 祉 総 務 課 ） 

６  健 康 づ く り 推 進 費                （ 健 康 づ く り 課 ） 

７  生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 費               （ 福 祉 課 ） 

８  訪 問 サ ー ビ ス 給 付 費                  （ 福 祉 課 ） 

９  就 労 支 援 事 業 費                    （ 保 護 課 ） 

10 天 領 保 育 所 管 理 運 営 費              （ 子 ど も 育 成 課 ） 

11 子 育 て 世 代 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費        （ 子 ど も 家 庭 課 ） 

12 重 層 的 支 援 事 業 費                （ 子 ど も 家 庭 課 ） 
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（ 市 議 会 事 務 局 ）  

[歳 出 ]  

１  委 託 料                     （ 市 議 会 事 務 局 ） 

 

（ 選 挙 管 理 委 員 会事 務 局 ）  

[歳 出 ]  

１  市 議 会 議 員 選 挙 費            （ 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ） 

 

介 護 保 険 特 別 会 計  

（ 保 健 福 祉 部 ）  

[歳 入 ]  

１  介 護 保 険 料 の 調 定・収 入                （ 福 祉 課 ） 

 

【 個 別 指 摘 事 項 】  

一 般 会 計  

 （ 企 画 総 務 部 ）  

１ 広 告 料 収 入            （ 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 ） 

公 用 車 の 広 告 料 に お い て 、 前 年 度 か ら の 継 続 契 約 分 ４ 件 と 令 和 ５

年 ４ 月 １ 日 契 約 分 １ 件 の 調 定 を ４ 月 1 7日 付 で 、 ５ 月 １ 日 契 約 分 の 調

定 ３ 件 を ５ 月 1 7日 付 で 行 っ て い た 。 調 定 日 は 、 原 則 、 収 入 し 得 る 権

利 の 発 生 し た 日 で あ る た め 、 新 規 契 約 の 場 合 は 契 約 日 、 継 続 契 約 の

場 合 は 年 度 当 初 （ ４ 月 １ 日 ） で 調 定 を 行 う こ と が 適 当 で あ る 。  

ま た 、 調 定 簿 の 収 納 年 月 日 は 、 指 定 金 融 機 関 等 で の 収 納 日 と 収 入

消 込 日 が 混 在 し て 記 載 さ れ て い た 。  

原 則 に 沿 っ た 調 定 処 理 を 行 い 、 適 正 な 事 務 の 執 行 に 努 め ら れ た い 。 

 

  ２ 自 動 車 管 理 費           （ 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 ） 

令 和 ５ 年 ３ 月 3 1日 の 16時 以 降 に 給 油 し た ガ ソ リ ン 代 の 請 求 が 、 16

時 以 降 の 給 油 は 翌 日 の 事 務 処 理 に な る 旨 の 業 者 か ら の 申 し 入 れ に

基 づ き 、 令 和 ５ 年 ４ 月 分 の 請 求 書 に 含 ま れ て い た 。 支 払 い 処 理 時 の

確 認 が 不 十 分 で あ っ た た め 、 令 和 ５ 年 ３ 月 分 の ガ ソ リ ン 代 を 令 和 ５

年 ４ 月 分 と し て 支 払 っ て い た 。  

出 先 機 関 へ の 配 置 車 分 で あ っ た た め 、 原 課 か ら は 配 置 車 給 油 管 理
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表 に て ３ 月 分 の 報 告 が 提 出 さ れ て お り 、 令 和 ５ 年 ４ 月 分 の 公 共 施 設

マ ネ ジ メ ン ト 推 進 課 作 成 の 共 用 車 給 油 管 理 表 に は 給 油 日 ３ 月 31日

で 記 載 さ れ て お り 、 ３ 月 分 が ４ 月 分 の 請 求 書 に 含 ま れ て い た こ と は

承 知 し て い た に も か か わ ら ず 、 支 払 い 処 理 を 行 う 総 務 課 へ の 連 絡 不

足 で 会 計 年 度 を 誤 っ た 支 出 と な っ た も の 。  

地 方 自 治 法 第 20 8条 に 規 定 さ れ て い る 「 会 計 年 度 独 立 の 原 則 」 に

基 づ い た 事 務 処 理 と な る よ う 、 再 発 防 止 策 を 講 じ ら れ た い 。  

 

（ 会 計 年 度 及 び そ の 独 立 の 原 則 ）  

第 二 百 八 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 四 月 一 日 に 始

ま り 、 翌 年 三 月 三 十 一 日 に 終 わ る も の と す る 。  

２  各 会 計 年 度 に お け る 歳 出 は 、 そ の 年 度 の 歳 入 を も つ て 、 こ れ

に 充 て な け れ ば な ら な い 。  

 

     

 （ 保 健 福 祉 部 ）   

  １ 老 人 福 祉 費 負 担 金                   （ 福 祉 課 ） 

    老 人 福 祉 費 負 担 金 は 、 ① 老 人 ホ ー ム 費 負 担 金 、 ② 老 人 ホ ー ム 費 負

担 金 滞 納 繰 越 分 、 ③ 老 人 ホ ー ム 等 措 置 費 負 担 金 、 ④ 老 人 ホ ー ム 等 措

置 費 負 担 金 滞 納 繰 越 分 の ４ 科 目 で 構 成 さ れ て い る 。  

    今 回 の 定 期 監 査 に お い て 、 以 下 の よ う な 事 例 が 見 受 け ら れ た 。  

   ・ 調 定 は さ れ て い た が 、 納 入 通 知 書 が 未 発 行 と な っ て い た 。  

   ・ 納 入 通 知 書 が 送 付 さ れ ず 、 個 人 フ ァ イ ル に 残 さ れ て い た 。  

・ 令 和 ３ 年 度 に 負 担 金 855 ,578円 が 調 定 さ れ て い な か っ た た め 、 本

来 で あ れ ば 同 額 が 収 入 未 済 額 と し て 発 生 し て い る が 、 令 和 ３ 年 度 の

決 算 書 上 で は 収 入 未 済 額 が ０ 円 と な っ て い る 。  

・ 令 和 ３ 年 度 に 調 定 さ れ て い な か っ た 上 記 の 負 担 金 が 令 和 ４ 年 度 に

滞 納 繰 越 分 と し て 調 定 さ れ て い た 。  

・負 担 金 １ 名 分 が 令 和 ５ 年 ３ 月 分（ 令 和 ４ 年 度 分 ）に も か か わ ら ず 、

令 和 ５ 年 度 に 調 定 さ れ て い た 。 （ 令 和 ４ 年 度 は 11ヶ 月 分 し か 調 定 さ

れ て い な い 。 ）  

    ま た 、 発 行 さ れ た 納 入 通 知 書 の 件 名 は 令 和 ５ 年 ４ 月 分 と な っ て い

た 。  
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・ 大 牟 田 市 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 第 10条 第 ２ 項 で は 、 徴 収 額 の 納 期 限

は 翌 月 25日 （ そ の 日 が 休 日 又 は 土 曜 日 に 該 当 す る と き は そ の 翌 日 ）

と 規 定 さ れ て い る が 、 老 人 ホ ー ム 費 等 措 置 費 負 担 金 は 翌 々 月 の 2 5日

に 設 定 さ れ て い る 。  ※ 該 当 月 の 翌 々 月 に 調 定 し て い る 。  

 

老 人 福 祉 費 負 担 金 の う ち 、 老 人 ホ ー ム 費 負 担 金 に つ い て は 、 令 和

２ 年 第 １ 次 定 期 監 査 に お い て 、 法 令 の 規 定 に 沿 っ た 適 正 な 調 定 事 務

の 実 施 及 び 、 事 務 処 理 の 遅 延 や 漏 れ が 生 じ な い よ う 組 織 的 な チ ェ ッ

ク 体 制 の 整 備 に つ い て 個 別 指 摘 を 行 っ て い た 。  

    こ の 指 摘 に 対 し 、 令 和 ３ 年 ４ 月 ６ 日 付 の 措 置 報 告 で 、 調 定 に 関 す

る 勉 強 会 の 実 施 、 事 務 状 況 を 可 視 化 し 複 数 の 目 で チ ェ ッ ク で き る 体

制 を 整 え る 旨 の 報 告 が あ っ た 。  

    し か し な が ら 、 今 回 の 監 査 に お い て も 、 令 和 ２ 年 第 １ 次 定 期 監 査

時 と 同 様 の 事 務 処 理 誤 り が 確 認 さ れ 、 規 定 に 沿 っ た 適 正 な 調 定 事 務

の 実 施 が な さ れ て お ら ず 、 報 告 さ れ て い た 調 定 に 関 す る 勉 強 会 の 実

施 や 、 複 数 の 目 で チ ェ ッ ク で き る 体 制 の 整 備 に つ い て 、 そ の 実 行 が

確 認 で き な か っ た 。  

 

歳 入 事 務 に 関 し て は 、 各 部 局 の 経 理 担 当 課 に 決 裁 関 係 書 類 が 送 付

さ れ て い な い こ と が 多 く 、 ま た 、 基 本 的 な 歳 入 事 務 に 関 す る 知 識 が

乏 し い ま ま 事 務 に あ た り 、 滞 納 繰 越 分 に 関 し て も 、 漫 然 と 納 入 通 知

書 を 送 付 す る だ け と な っ て い る 。  

結 果 、 今 回 指 摘 し た よ う な 事 例 が 発 生 し て い る 。  

 改 め て 、老 人 福 祉 費 負 担 金 の 歳 入 事 務 に つ い て 、勉 強 会 の 実 施 や 、

複 数 の 目 で チ ェ ッ ク で き る 体 制 の 整 備 な ど を 行 い 、 事 務 処 理 誤 り の

再 発 防 止 に 努 め ら れ た い 。  

 

【 検 討 、 改 善 を 要す る 事 項 】  

 一 般 会 計  

（ 企 画 総 務 部 ）  

 １ ふ る さ と 納 税 推 進 費                  （ 広 報 課 ） 

   ふ る さ と 納 税 事 務 業 務 委 託 契 約 に 関 し て 、 契 約 保 証 金 の 免 除 に つ

い て 、 口 頭 で の 確 認 の み で 、 証 す る 資 料 は 提 出 さ れ て い な か っ た 。 

   契 約 保 証 金 は そ の 請 負 契 約 上 の 義 務 の 履 行 を 確 保 す る た め の 担 保
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で あ り 、 そ の 減 免 に つ い て は 、 大 牟 田 市 契 約 規 則 第 23条 の ２ 第 ３ 項

に 「 契 約 の 相 手 方 が 、 過 去 ２ 年 間 に 国 等 と 種 類 及 び 規 模 を ほ ぼ 同 じ

く す る 契 約 を ２ 回 以 上 に わ た っ て 締 結 し 、 か つ 、 こ れ ら を す べ て 誠

実 に 履 行 し た 者 で あ り 、 そ の 者 が 契 約 を 履 行 し な い こ と と な る お そ

れ が な い と 認 め る と き 。」 と 規 定 さ れ て お り 、 口 頭 の み で は 、 大 牟

田 市 契 約 規 則 第 23条 の ２ 第 ３ 項 に 該 当 す る か の 確 認 が 不 十 分 と 考

え る 。  

確 認 が 適 切 に 行 わ れ る よ う 、 改 善 さ れ た い 。  

 


